
令和８年１月 30 日 
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採用試験受験者 様 

静岡市教育委員会教職員課長 

 

静岡市の退職手当制度等について 

 

静岡市以外の地方公共団体（以下、「他団体」という。）の教員から静岡市の小・中学校教

員に採用された場合の退職手当制度等については、次のとおりです。 

 

１ 退職手当を計算する際の在職期間 

（１）３月３１日まで他団体に勤務している方のうち、静岡市教育委員会の要請により、引

き続き４月１日から静岡市で採用となった場合、在職期間を通算します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

（２） （１）以外の場合、在職期間を通算しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 期末勤勉手当の勤務期間 

退職手当の在職期間の考え方と同様に、静岡市教育委員会の要請により、引き続き静岡

市で採用された場合は勤務期間を通算して期末勤勉手当を支給します。 

在職期間を通算して退職手当を支給 

採用 

他団体の教員としての在職期間 静岡市立小中学校の教員としての在職期間 

R8.3.31 

退職 

R9.4.1 

採用 退職 

他団体が退職手当を支給 

採用 

他団体の教員としての在職期間 静岡市立小中学校の教員としての在職期間 

R8.3.31 

退職 

R9.4.1 

採用 退職 

静岡市が退職手当を支給 


